
平成３０年度 第１回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

平成３０年１０月２２日（月）１３時３０分～

市役所３階 ３０１・３０２会議室

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 諮 問 

４ 報 告 

【報告事項】 

  ① 平成２９年度 公文書公開状況及び個人情報開示状況について 

５ 議 事 

【諮問事項】 

① 重度障がい者タクシー料金助成事業に係る課税情報の目的外利用について

② 人工透析患者通院交通費助成事業に係る課税情報の目的外利用について

③ 高齢者等のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチン予防接種に係る

接種対象者情報の目的外利用について

６ その他 

① 特定個人情報保護評価書について

② 前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告について 

７ 閉 会 





公開 一部公開 非公開 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 21 14 4 3

教育委員会 2 1 1

消防長 4 4

計 27 19 4 0 0 4 0 0

全部開示 一部開示 非開示 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 72 71 1

教育委員会 1 1 1

計 73 71 2 0 1 0 0 0

※１件につき複数の決定をしている案件があるため、請求件数と決定件数の合計は一致しません。

※公開、開示請求のなかった実施機関は掲載を省略しました。

不服
申立て

平成２９年度　公文書公開・個人情報開示請求件数

■個人情報開示請求及び決定の状況

■公文書公開請求及び決定の状況

実施機関
請求
件数

開示請求に対する決定内容 不服
申立て

実施機関
請求
件数

公開請求に対する決定内容
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様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

（記号）第    号  

平成  年 月 日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審査

事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

 重度障がい者タクシー料金助成事業に係る課税情報の目的外利

用について 

諮 問 内 容 

重度障がい者タクシー料金助成事業は、心身の障がいにより外出

が困難なためタクシーを利用しなければならない重度障がい者に

対し、生活圏の拡大を図ることを目的に、タクシー料金の一部を助

成するものです。 

対象者は、手帳保持者（身体障害者手帳の等級が１級及び２級で

ある者、療育手帳の判定がＡ判定である者、精神障害者保健福祉手

帳の等級が１級である者）のほか、非課税の世帯であることが要件

となっています。 

この事業は、要綱に基づく市の単独事業であり、法令等による調

査権がないことから、障がい福祉課で把握している手帳保持者全員

に案内を行っております。その結果、所得要件により事業の対象と

ならない者に対し案内を行うこととなり、混乱を招いている状況に

あります。 

対象者を適正に把握することにより、対象者を絞ることができ、

事務軽減及び案内費用の節減に繋がるものとなります。 

以上のことから、事業の対象者を適正に把握するため、課税情報

を目的外利用することについて諮問します。 

主 管 課 保健福祉部 障がい福祉課 
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○恵庭市重度障がい者タクシー料金助成要綱

昭和60年4月1日実施

(目的) 

第1条 この要綱は、心身の障がいにより外出困難なためタクシーを利用しなければならな

い在宅の重度障がい者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより生活圏の拡大及

び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者) 

第2条 この要綱に基づきタクシー料金の助成を受けることができる者は、市内に住所を有

し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳

の交付を受けている者のうち、障害の級別が1級又は2級のもの、療育手帳制度について(昭

和48年9月27日厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の

程度の判定がAであるもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律

第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のう

ち、障害等級が1級であるものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「障害程度等

級表」という。)に規定する下肢及び体幹機能障がい者並びに乳児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障がいの移動機能障がい者

(2) 障害程度等級表に規定する視覚障がい者

(3) 障害程度等級表に規定する心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫

不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障がい者。ただし、腎臓の機能障がい者で恵庭

市人工透析患者通院交通費助成要綱(昭和62年4月1日実施)による助成を受けている者

を除く。

(4) 知的障がい者

(5) 精神障がい者

2 前項の規定にかかわらず、所得税が課せられている世帯(対象者が18歳以上の場合は、

対象者及びその配偶者に限る。)に属する者は、助成の対象としない。

3 前項に定める所得税は、前年分の所得税とする。ただし、助成を受けようとする日が1

月1日から6月30日までの日である場合においては、前々年分の所得税とする。

4 市長は、前3項の規定により、タクシー料金助成対象者登録(以下「助成対象者登録」と

いう。)をするものとする。

(助成の額及び方法) 
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第3条 助成の年度額は、1万3,000円(額面500円26枚綴)とし、助成は、重度障がい者タク

シー料金助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものと

する。

(助成の申請) 

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恵庭市重度障がい者タクシ

ー料金助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならな

い。

(助成の決定及び助成券の交付) 

第5条 市長は、前条による申請書を受理したときは、助成対象者登録されている者には助

成券を交付し、助成対象者登録されていない者については、速やかに助成の可否を決定し、

恵庭市重度障がい者タクシー料金助成決定通知書(様式第3号)又は恵庭市重度障がい者タ

クシー料金助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、助成を可とす

る者には助成券を交付するものとする。

(利用方法) 

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がタクシーを利用するときは、

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を運転者に提示し、助成券を渡す

ものとする。

(利用タクシーの範囲) 

第7条 利用者が利用できるタクシーは、千歳地区ハイヤー事業協同組合及び社団法人札幌

ハイヤー協会に加盟しているハイヤー会社の車とする。ただし、市長が特に必要と認めた

福祉的な車については、この限りでない。

(資格の喪失) 

第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第11項の障害者支援施設をい

う。)又は介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項の介護老人

福祉施設をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項の介護老人保健施設を

いう。)若しくは介護療養型医療施設若しくは地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法

第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設をいう。)に入所をしたとき。

(3) 医療機関等へ入院をしたとき(総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち療養介
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護を含む。)。

(4) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(返還) 

第9条 前条の規定により資格を失ったときは、速やかに助成券を市長に返還しなければな

らない。

2 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成し

た額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務) 

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、恵庭市重度障がい者タクシー

料金助成変更等届(様式第5号)によりその旨を市長に届けなければならない。

(1) 住所又は氏名が変わったとき。

(2) 利用資格を喪失したとき。

(3) 助成券を紛失したとき。

(譲渡の禁止及び再交付) 

第11条 助成券は、他人に譲渡してはならない。

2 助成券の再交付は、毀損等による現物引換以外は行わないものとする。ただし、市長が

特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(交付台帳の整備) 

第12条 市長は、重度障がい者タクシー乗車券交付台帳を備え、助成券の交付の状況を常

に明確にしておくものとする。

(補則) 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

～ 以下 略 ～
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様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

（記号）第    号  

平成  年 月 日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審査

事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

人工透析患者通院交通費助成事業に係る課税情報の目的外利用

について 

諮 問 内 容 

人工透析患者通院交通費助成事業は、腎臓の機能に障がいを有す

る者が人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療への

通院に要した交通費の一部を助成するものです。 

対象者は、腎臓機能障がいにより身体障害者手帳を受けており、

非課税の世帯であることが要件となっています。 

この事業は、要綱に基づく市の単独事業であり、法令等による調

査権がないことから、障がい福祉課で把握している腎臓機能障がい

により身体障害者手帳を保持している者全員に案内を行っており

ます。その結果、所得要件により事業の対象とならない者に対し案

内を行うこととなり、混乱を招いている状況にあります。 

対象者を適正に把握することにより、対象者を絞ることができ、

事務軽減及び案内費用の節減に繋がるものとなります。 

以上のことから、事業の対象者を適正に把握するため、課税情報

を目的外利用することについて諮問します。 

主 管 課 保健福祉部 障がい福祉課 
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○恵庭市人工透析患者通院交通費助成要綱

昭和62年4月1日実施

(目的) 

第1条 この要綱は、腎臓の機能に障がいを有する者が人工透析療法による医療の給付を受

けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を

助成することにより、腎臓機能障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者) 

第2条 この要綱に基づく通院交通費の助成を受けられる者(以下「人工透析患者」という。)

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、腎臓機能障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 腎臓機能障がいを更生するため、月の初日から末日までの間に4回以上医療機関に通

院し人工透析療法による医療の給付をうけている者

(3) 本人及び配偶者(助成を受けようとする日の属する年度の4月1日における年齢が18

歳未満の者は保護義務者及びその配偶者)の前年(9月から翌年2月分までの助成申請に

あっては、前々年。以下同じ。)の所得税が課されていない者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の通院移送費等、他の法令等によ

る通院交通費相当分の全額給付を受けていない者

(助成の額) 

第3条 助成の額は、月の初日から末日までの通院回数(月10回を限度とする。)に市内タク

シー往復基本料金を乗じた額(以下「基準額」という。)とし、基準額の2分の1の額とする。

ただし、合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請及び請求) 

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恵庭市人工透析患者通院交

通費助成申請書兼請求書(第1号様式)及び恵庭市人工透析患者通院交通費助成通院証明書

(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、3月1日から8月31日までの通院交通費については9月10日まで、9月1日

から翌年2月末日までの通院交通費については3月10日までに市長に提出しなければなら

ない。

(助成の決定) 

第5条 市長は、前条による申請書兼請求書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定

し恵庭市人工透析患者通院交通費助成受給者認定通知書(第3号様式)又は恵庭市人工透析
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患者通院交通費助成却下通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知しなければならな

い。

(助成の時期) 

第6条 支給の時期は、第4条による請求書の提出があった月の末日とする。

(資格の喪失等) 

第7条 人工透析患者が次の各号のいずれかに至ったときは、その権利を失う。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 人工透析を必要としなくなったとき。

(3) 生活保護法に基づく被保護者となったとき。

2 前項の規定により資格を失ったときは、本人又はその関係人は、直ちに、恵庭市人工透

析患者通院交通費受給資格喪失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(返還) 

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたものがあるときは、その者から

助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務) 

第9条 人工透析患者は次の各号のいずれかに該当したときは、恵庭市人工透析患者通院交

通費助成変更届(第6号様式)により、その旨を市長に届けなければならない。

(1) 住所、氏名が変ったとき。

(2) 助成額の振込金融機関を変更したとき。

(台帳の整備) 

第10条 市長は、恵庭市人工透析患者通院交通費助成台帳を備え助成状況を常に明確にし

ておくものとする。

(補則) 

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

～ 以下 略 ～
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様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

( 記 号 )   

年   月   日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原 田   裕  印  

 恵庭市個人情報保護条例第９条第１項第４号の規定により個人情報保護制度の運営

審査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号)

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

高齢者等のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチン予防

接種に係る接種対象者情報の目的外利用について 

諮 問 内 容 

高齢者等インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌ワクチン

予防接種の実施については、予防接種法及び予防接種法施行令に

基づき、次のいずれかに該当する者を対象としております。 

（１）６５歳以上の者 

（２）６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは

呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫

の機能の障害を有するもの 

恵庭市では、（２）について「恵庭市高齢者等インフルエンザ予

防接種実施要領」及び「恵庭市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実

施要領」の規定に基づき「恵庭市民で身体障害者手帳１級の者」と

していることから、身体障害者手帳の等級が１級である者を確認

する必要があります。 

 以上のことから、予防接種対象者を適正に把握するため、身体障

害者手帳の等級が１級である者の情報を目的外利用することにつ

いて諮問するものであります。 

○主な情報の内容 

氏名、住所、生年月日、身体障害者手帳の等級 

主 管 課 保健福祉部 保健課 
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平成３０年度恵庭市高齢者等インフルエンザ予防接種実施要領

恵庭市高齢者等インフルエンザ予防接種の実施については、国が定めるインフルエンザ

予防接種実施要領に基づき恵庭市が定めたこの実施要領によるものとする。

（接種対象者）   

第１条 接種対象者は、次に該当する者とする。

(1) 接種日に満６５歳以上の恵庭市民
(2)  接種日に満６０歳以上満６５歳未満の恵庭市民で身体障害者手帳 1級（心臓、じん
臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害者に限る）

の者

（接種場所）

第２条 接種場所は、「市より指定された市内医療機関」又は「市より特定の市民に対する

接種依頼を受けた市外医療機関」（以下「実施医療機関」とする。）の所在地とする。

（実施期間）

第３条 接種の実施時期は、平成３０年１０月１日から平成３１年１月３１日までとする。

（実施日時）

第４条 接種の実施日時は、各実施医療機関において決める。

（業務委託契約） 

第５条 市内実施医療機関における接種については、恵庭市医師会を代理として一括で委

託契約を締結するものとする。

（接種費用）

第６条 接種費用については、種別ごと次のとおり定める。

(1) 1人につき 1回当たりの接種料金（ワクチンの購入に係る費用を含む。以下「接種
料金」とする。） ３，７８５円（うち消費税額２８０円）

(2) 接種対象者が接種に当たり実施医療機関で予診を行い、その結果、接種を受けるの
が適当でないと医師が認め接種中止したときの、中止にかかる料金（以下「接種中止

料金」とする。） １回につき ７７７円（うち消費税額５７円）

 （委託料）

第７条 接種費用のうち、実施医療機関に対する接種業務委託料として市が負担する費用

（以下「委託料」とする。）は、原則として、市内実施医療機関との業務委託契約書によ

り定めた額とするほか、次のとおりとする。

(1) 接種料金が前条(1)に規定する金額を上回る場合は、その上回り分を加味せず、前条
(1)に規定する金額から１，０００円を差し引いた金額を委託料とする。

(2) 接種料金が前条(1)に規定する金額を下回る場合は、その接種料金から１，０００
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円を差し引いた金額を委託料とする。

(3) 前２号について、生活保護法による被保護者に関しては、前条(1)に規定する金額を
上限として、接種料金の全額を委託料とする。

(4) 接種中止料金について、前条(2)に規定する金額と異なる場合は、前条(2)に規定す
る金額を上限として、その全額を委託料とする。

（実費徴収額）

第８条 接種費用のうち、接種対象者の自己負担額（以下「実費徴収額」とする。）につい

ては、次のとおりとする。

(1) 原則として、１，０００円を実費徴収額とする。
(2) 接種料金が第６条(1)に規定する金額を上回る場合は、接種料金から委託料を差し引
いた金額を実費徴収額とする。

(3) 接種料金が１，０００円以下である場合は、その全額を実費徴収額とする。
(4) 前３号について、生活保護法による被保護者に関しては、第６条(1)に規定する金額
を上限として、実費徴収額を免除する。

(5) 接種中止料金については、第６条(2)に規定する金額を上限として、実費徴収額を免
除する。

 （接種の申込）

第９条 接種対象者が接種を希望するときは、実施医療機関に予診票（別紙１）を提出し

て申込するものとする。また、申込の際は、住所・氏名・生年月日を確認できる保険証

等の提示をしなければならない。

(1) 接種対象者のうち、生活保護受給者は、福祉事務所より交付された生活保護受給証

明書を提出しなければならない。

(2) 接種対象者のうち、第１条(2)に該当する者は、該当する旨が明記された障害者手帳
又は医師の診断書を提示しなければならない。

（使用するワクチン等）

第１０条 接種に使用するワクチンは、インフルエンザＨＡワクチンとし、各実施医療機

関において確保するものとする。

 （接種の要領等）

第１１条 接種回数は１回とし、その他接種要領等は、国が定めるインフルエンザ予防接

種実施要領によるものとする。

（接種済証の発行について）

第１２条 実施医療機関は、接種対象者に対し接種を行った際は、本人へ接種済証〔様式

第６号（第８条関係）〕を交付するものとする。

（他市町村で接種を希望する者の取り扱い）

第１３条 接種対象者が入院その他の理由により、市外の医療機関で接種を希望する場合

は、接種申込書〔様式第２号（第７条関係）〕により市へ申請するものとし、市から当
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該医療機関に対し接種依頼書〔様式第４号（第７条関係）〕を送付したのちに、市内実

施医療機関との業務委託契約書の内容に準じ、本実施要領に基づいて、接種を実施する

ものとする。

（委託料請求時の必要書類）

第１４条 実施医療機関は、発生した委託料を市へ請求するときは、市の指定する請求書

に、予診票送付書（別紙２）及び接種を受けた者の予診票を添付するものとする。

（副反応の報告）

第１５条 実施医療機関は、接種後の副反応を診断した場合には、速やかに予防接種副反

応報告書〔様式第９号（第１１条関係）〕により、厚生労働大臣へ報告するものとする。

（市民周知） 

第１６条 市は、接種の実施内容、期間等について、広報・ポスター等により市民周知を

図る。

 （その他）

第１７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

 この要領は、平成３０年１０月１日から実施する。
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平成３０年度恵庭市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施要領

恵庭市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の実施については、予防接種法、予防接種法施

行令、その他の法令等に基づき恵庭市が定めたこの実施要領によるものとする。

（接種対象者）   

第１条 接種対象者は、次のいずれかに該当する恵庭市民で過去このワクチンを接種したこ

とがない方。

（１）平成３０年度中に次の年齢（生年月日）になる方。

６５歳：昭和２８年４月２日生～昭和２９年４月１日生 

７０歳：昭和２３年４月２日生～昭和２４年４月１日生 

７５歳：昭和１８年４月２日生～昭和１９年４月１日生 

８０歳：昭和１３年４月２日生～昭和１４年４月１日生 

８５歳：昭和 ８年４月２日生～昭和 ９年４月１日生 

９０歳：昭和 ３年４月２日生～昭和 ４年４月１日生 

９５歳：大正１２年４月２日生～大正１３年４月１日生 

１００歳：大正 ７年４月２日生～大正 ８年４月１日生 

（２）６０歳以上６５歳未満の恵庭市民で身体障害者手帳１級（心臓、腎臓もしくは呼吸

器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方。）

（接種場所）

第２条 接種場所は、「市より指定された市内医療機関」又は「市より特定の市民に対する

接種依頼を受けた市外医療機関」（以下「実施医療機関」とする。）の所在地とする。

（実施期間）

第３条 接種の実施時期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。

（実施日時）

第４条 接種の実施日時は、各実施医療機関において定めるものとする。

（業務委託契約） 

第５条 市内実施医療機関における接種については、恵庭市医師会を代理として一括で委

託契約を締結するものとする。
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（接種費用）

第６条 接種費用については、種別ごと次のとおり定める。

(1) 1人につき 1回当たりの接種料金（ワクチンの購入に係る費用を含む。以下「接種
料金」とする。） ７，５７２円（うち消費税額５６０円）

(2) 接種対象者が接種に当たり実施医療機関で予診を行い、その結果、接種を受けるの
が適当でないと医師が認め接種中止したときの、中止にかかる料金（以下「接種中止

料金」とする。） １回につき ７７７円（うち消費税額 ５７円）

 （委託料）

第７条 接種費用のうち、実施医療機関に対する接種業務委託料として市が負担する費用

（以下「委託料」とする。）は、原則として、市内実施医療機関との業務委託契約書によ

り定めた額とするほか、次のとおりとする。

(1) 接種料金が前条(1)に規定する金額を上回る場合は、その上回り分を加味せず、前条
(1)に規定する金額から２，５００円を差し引いた金額を委託料とする。

(2) 接種料金が前条(1)に規定する金額を下回る場合は、その接種料金から２，５００
円を差し引いた金額を委託料とする。

(3) 前２号について、生活保護法による被保護者に関しては、前条(1)に規定する金額を
上限として、接種料金の全額を委託料とする。

(4) 接種中止料金について、前条(2)に規定する金額と異なる場合は、前条(2)に規定す
る金額を上限として、その全額を委託料とする。

（実費徴収額）

第８条 接種費用のうち、接種対象者の自己負担額（以下「実費徴収額」とする。）につい

ては、次のとおりとする。

(1) 原則として、２，５００円を実費徴収額とする。
(2) 接種料金が第６条(1)に規定する金額を上回る場合は、接種料金から委託料を差し引
いた金額を実費徴収額とする。

(3) 接種料金が２，５００円以下である場合は、その全額を実費徴収額とする。
(4) 前３号について、生活保護法による被保護者に関しては、第６条(1)に規定する金額
を上限として、実費徴収額を免除する。

(5) 接種中止料金については、第６条(2)に規定する金額を上限として、実費徴収額を免
除する。

 （接種の申込）

第９条 接種対象者が接種を希望するときは、実施医療機関に予診票（別紙１）を提出し

て申込するものとする。また、申込の際は、住所・氏名・生年月日を確認できる保険証

等の提示をしなければならない。

(1) 接種対象者のうち、生活保護受給者は、福祉事務所より交付された生活保護受給証

明書を提出しなければならない。

(2) 接種対象者のうち、第１条(2)に該当する者は、該当する旨が明記された障害者手帳
又は医師の診断書を提示しなければならない。
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（使用するワクチン等）

第１０条 接種に使用するワクチンは、２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンと

し、各実施医療機関において確保するものとする。

 （接種の方法等）

第１１条 接種回数は１回とし、その他に関しては、予防接種実施規則及び定期接種実施

要領によるものとする。

（接種済証の発行について）

第１２条 実施医療機関は、接種対象者に対し接種を行った際は、本人へ接種済証（別紙

１の３枚目）を交付するものとする。

（他市町村で接種を希望する者の取り扱い）

第１３条 接種対象者が入院その他の理由により、市外の医療機関で接種を希望する場合

は、恵庭市予防接種実施要綱の規定に基づく様式（以下「要綱様式」という）「恵庭市

予防接種（市外）申込書（様式第２号）」により市へ申し込むものとし、市から当該医

療機関に対し要綱様式「恵庭市接種依頼書（様式第４号）」を送付したのちに、市内実

施医療機関との業務委託契約書の内容に準じ、本実施要領に基づいて、接種を実施する

ものとする。

（委託料請求時の必要書類）

第１４条 実施医療機関は、発生した委託料を市へ請求するときは、市の指定する請求書

に、予診票送付書（別紙２）及び接種を受けた者の予診票を添付するものとする。

（副反応疑い報告）

第１５条 実施医療機関は、接種後の副反応の疑いがある場合には、速やかに要綱様式「予

防接種後副反応疑い報告書（別紙様式１）」により、独立行政法人医薬品医療機器総合

機構へ報告するものとする。

（市民周知） 

第１６条 市は、接種の実施内容、期間等について、広報・ポスター等により市民周知を

図る。

 （その他）

第１７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

 この要領は、平成３０年４月１日から実施する。
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○新規作成評価書一覧

評価書番号 評価書名 評価実施機関名 公表日

17
学校保健安全法による医療の援助に関する事務　基礎項
目評価書

北海道恵庭市長 平成28年12月1日

18 市営住宅の管理に関する事務　基礎項目評価書 北海道恵庭市長 平成29年12月27日

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

　行政では、マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影
響を予測・評価するために「特定個人情報保護評価」を行います。
　その評価を行うにあたり、それぞれの事務の個人情報の件数や取り扱う職員数等により、マイ
ナンバーが関係するすべての事務において、「基礎項目評価」という評価書を作成します。
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